
日立市における
地域クラブの認定制度について

文部科学省「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」
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目指す地域展開

地域クラブ活動 少年団活動

地域全体

舞踊の伝統を継ぐ

そろばんで計算！

頭脳を鍛える将棋

工学デザイン研究

茶道文化に親しむ

科学の魅力を学ぶ

楽器にふれよう！

命を守る水泳教室

バレーをみんなで

誰もが自発的・主体的に活動に取り組める受け皿をつくる

指導者の参加 中学生が望む
活動へ参加

楽しくサッカー！
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日立市での取組み

「日立市認定地域クラブ」認定制度

認定申請、補助金申請

活動、運営の支援

活動、収支決算の報告

認定の決定

学校部活動と足並みを揃えた認定と市との連携で、
誰もが参加しやすく、質が担保された活動を目指す

認定要件の設定

日立市
認定を受けたい
地域クラブ
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７つの認定要件

①豊かで幅広い活動

学校部活動と同等の価値
参加しやすい環境整備

②適切な活動時間

学校部活動と共通した
活動時間と休養日設定

活動時間の目安は？

平日１日２時間程度以内
休日１日３時間程度以内
週当たりの活動時間は
11時間程度
週２日以上の休養日
（土日いずれかは休養日
とする）
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７つの認定要件

④適切な指導体制

指導者研修の受講
暴力・ハラスメント防止

⑤安全確保の体制

生徒の健康状態を考慮
点検や事故防止の徹底

持続的・安定的に運営し
ていくため必要な範囲で

③低廉な参加費等

１－４

※ 指導者、参加者はスポーツ安全
保険（同等の補償内容の保険でも
可）に加入してください。
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７つの認定要件

規約等の作成・公表
公正かつ適正な会計処理

⑥適切な運営体制 ⑦学校等との連携

学校や地域クラブ間で
活動予定等の共有

④適切な指導体制
⑥適切な運営体制

については、要件を満たすのに
一定の期間を要することが考え
らえれるため、市の指導助言等
を行うことで、認定を受けたも
のとみなす。

の実施経過措置
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※ 代表者のほか、会計や監事を
選出してください。
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活動の更なる促進へ

・補助金としての財政支援

運営支援

大会の参加市を通じた広報

・市広報での活動紹介
・生徒・保護者への情報提供
・入学時のオリエンテーション

・部活動大会への参加
（中体連加盟の場合）

１－６

・ 土・日曜日の中学校施設開放（夜間を除く。）は原則として認定地域クラブのみ対象

【学校施設開放、施設使用料の減額等】

・ スポーツ施設の使用料の減額や運営費の補助等の支援あり
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活動方針や内容によって、選択可能

質の担保の観点から、認定要件に準じた活動の実施が求められる

特に、活動時間・休養日の設定、いじめ・ハラスメント防止、
生徒の安全確保については、適切な対応を徹底すること

認定は必要なもの？

しかし…
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期待される役割

仲間とのつながり個性・得意分野の尊重多種多様な経験

豊かな交流 良質な指導 継続的な活動

生涯にわたってスポーツ・文化芸術活動を楽しむきっかけに
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